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はじめに
　気候変動分野でのリーダーシップ発揮をめざす米国は、2021年11月に英国グラスゴーで開催される第26
回気候変動枠組条約締約国会議（COP26）で意義のある成果を残すためのマイルストーンとして、世界の気
候変動対策を拡大・加速させるための気候リーダーズサミット（Leaders Summit on Climate）を2021年
4月22日および23日に開催した。菅総理をはじめとする世界40ヵ国・地域の首脳らが参加し、自国の温室効
果ガス排出削減目標の引き上げを宣言する等、各国・地域から気候変動対策に対する意気込みが示された。
　本稿では、世界の排出削減目標の現状と気候リーダーズサミットにおける主な成果を概観するとともに、気
候変動政策に注力するバイデン米政権のこれまでの動向を整理することで、世界の気候変動政策の最新動向
をみていきたい。
 
世界の排出削減目標

（1） パリ協定やCOP21における世界全体での排出削減目標に関する決定事項
　2015年のCOP21で採択されたパリ協定では、気候変動によるリスク・影響を大幅に低減するために、世
界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃未満に抑える努力を追求
することが目標として掲げられた。また、COP21では、2020年までに、中期的な排出削減目標や対策を記し
たNDC（Nationally Determined Contribution：国が決定する貢献）の提出を各国に求めるとともに、長
期戦略（長期的な排出削減目標を定めた低排出開発のための戦略）の提出を推奨することを決定した。これ
を受けて、2021年5月31日時点において192ヵ国およびEUがNDCを、28ヵ国およびEUが長期戦略を提出
済みである。

（2） 主要国における排出削減目標の設定状況
　1.5℃目標を達成するには排出量をどの程度削減する必要があるのだろうか。2018年10月にIPCC

（Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に関する政府間パネル）が発表した1.5℃
特別報告書では、1.5℃目標の達成には世界全体の排出量を2030年までに2010年比で45％削減し、2050
年までに実質ゼロにする必要があるとしている。図表1に記載の通り、既に多くの主要国がそれに準じた長期
の削減目標を定めている。また、国連のClimate Ambition Allianceによれば、世界全体で既に120ヵ国以
上が2050年までの排出実質ゼロ達成を宣言している。
　EUおよびG7各国の中長期目標を目標の効力や削減水準の観点から詳細にみていく。まず、排出削減目
標に法的拘束力を持たせる動きが強まっている。英国やフランスは既に法律で2050年実質ゼロ目標を定め
ている。EUは欧州気候法（European Climate Law）の制定による2030年および2050年の目標の法定
化をめざしている。また、日本では2021年6月2日に2050年実質ゼロを定めた「地球温暖化対策の推進に
関する法律の一部を改正する法律」が公布された。米国は2021年1月にバイデン大統領が署名した大統領
令（Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad）において2050年目標を定めている。大統領令
は、議会の承認なしに大統領が独断で連邦政府機関に対して発出するもので法律と同様の法的拘束力を発
揮する。ただし、議会で命令発効を禁じる法律が制定された場合や連邦最高裁で違憲判決が下された場合は
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原則として無効となる。
　削減水準は図表1の通りである。長期目標については、各国いずれも2050年、あるいはそれ以前の実質ゼ
ロを掲げている。2030年目標については、カナダの40～45％削減から英国の68％削減までばらつきがあ
るが、欧 州 は1990年、北 米 は
2005年、日本は2013年と、そ
れぞれ排出量の多い年を基準
年としており、単純な目標の比
較は難しい。なお、仮に各国の
目標値をIPCCが提示する45％
削減の基準年である2010年で
換算すると、日本は削減目標が
45％未満となる等、1.5℃特別
報告書で記載された水準を満
たさない国も出てくる。

気候リーダーズサミットの成果
　排出削減目標の達成に向けた世界の気候変動対策に対する姿勢を把握するために、気候リーダーズサミッ
トにおける目標引き上げや、今後の気候変動対策のあり方に関する各国首脳の発言をみていく。気候リー
ダーズサミットとは、バイデン大統領が上記の大統領令で定めた気候変動対策の取り組みの一つであり、排
出削減、資金調達、雇用創出、適応等の多様な面で世界の気候変動対策を成功に導くことを目的とし、2021
年4月22日および23日にオンライン形式で開催された会合で、米国の招待を受けて参加した40ヵ国・地域の
首脳や国際機関のトップ達が排出削減目標の引き上げ、気候変動対策へのファイナンス、対策による経済成
長や雇用創出等のテーマについて議論した。具体的な成果は以下の通りである。

（1） 排出削減目標の引き上げ
　気候リーダーズサミットでは、図表1にも示した通り、米国の2030年50～52％削減（2005年比）、カナ
ダの2030年40～45％削減（2005年比）、日本の46％削減（2013年比）に加え、英国の2035年78％削減

（1990年比）等、先進国から削減目標引き上げの表明があった。先進国以外でも、ブラジルが2050年、イン
ドネシアが2070年の排出実質ゼロ目標を表明し、この他複数の国が目標の引き上げを宣言した。しかし、ド
イツのシンクタンクClimate Action Trackerは、本サミットで宣言された新たな排出削減目標を加味しても
今世紀末までの気温上昇は産業革命以前に比べて2.4℃に達することとなり、1.5℃目標を達成するために
は削減目標の引き上げが必要と分析している。

（2） 気候変動対策へのファイナンス
　本サミットでは、発展途上国の首脳から、気候変動緩和や影響に適応するための先進国からの支援、そして
対策を強化するための先進国と発展途上国間の公平な負担の分担を求める声が上がった。これについて米
国からは、途上国に対する気候変動対策への拠出額を2024年までに2倍（2013～2016年度の平均値と比
較）にするとの表明があり、日本からは緑の気候基金（開発途上国の排出抑制や気候変動への適応を支援す
る国際基金）に30億米ドルを拠出するとの言及があった。これに対してグテーレス国連事務総長は、途上国
に対する公的ファイナンスの拡大を2021年6月のG7サミットで表明することを先進国に促す等、支援の更な
る拡大を求めた。

（3） 気候変動対策による経済成長や雇用創出
　上記に加えて、日本、EU、英国等の主要国を中心に、気候変動対策を通した経済成長や雇用創出をめざす

図表1. EUおよびG7各国の排出削減目標（2021年5月31日時点）

（出所）各国政府の資料等より、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

中期目標 長期目標

日本 2030年▲46％（2013年比) 2050年実質ゼロ

EU（フランス・イタリア） 2030年EU全体で▲55％以上（1990年比） 2050年実質ゼロ

ドイツ
2030年▲65％以上（1990年比）
2040年▲88％以上（1990年比）

2045年実質ゼロ

英国
2030年▲68％以上（1990年比）

2035年▲78％（1990年比）
2050年実質ゼロ

米国 2030年▲50～52％（2005年比） 2050年実質ゼロ

カナダ 2030年▲40～45％（2005年比） 2050年実質ゼロ
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との発言があった。例えば、EUからは新型コロナ対策の復興予算の30％を気候変動関連に充当するとの言
及があった。バイデン大統領も、再エネや電気自動車（EV）等の気候変動対策を優先することにより雇用拡
大と経済成長がもたらされると言及し、各国に対し気候変動対策の推進を促した。各国がコロナ禍からのグ
リーンリカバリーを提示していることからも、気候変動対策はもはや経済活動を阻害するものではなく、経済
や雇用にプラスに寄与するものとの認識が広まりつつあることがうかがえる。今後、各国が気候変動対策に
おける成長分野を特定し、経済・雇用との好循環が一層加速されることが望まれる。

米国の気候変動対策
　バイデン政権発足後、世界の気候変動対策におけるリーダーシップの発揮を目標に掲げる米国に着目し、
政権の気候変動対策チームの陣容や、気候変動政策に関する外交や内政についてみていく。

（1） バイデン政権の気候変動対策チーム
　2021年1月20日に発足した米国バイデン政権は、気候変動対策を政権の柱の一つに据えており、気候変
動を担うチームは連邦政府内の主要ポスト経験者や気候・環境政策分野で実績を持つメンバーで構成され
ている。まず、気候変動外交を担当する気候変動問題担当大統領特使にはオバマ政権時に国務長官であった
ジョン・ケリー氏が、各省庁の脱炭素政策の司令塔となる国家気候変動担当顧問には同じくオバマ政権時に
環境保護庁（EPA）長官を務めたマッカーシー氏が就任している。また、EPA長官にはノースカロライナ州環境
品質局（DEQ）前長官で気候変動対策や環境汚染対策で実績を持つリーガン氏が、エネルギー省（DOE）長
官には再エネを推進する元ミシガン州知事のグランホルム氏が起用されている。

（2） 米国の気候変動外交
　気候変動外交において重要な役割を担うのが、気候変動問題担当の大統領特使を務めるケリー氏である。
ケリー氏は、2015年に国務長官としてパリ協定に署名した当事者であり、気候変動分野に深く精通した人物
として知られる。
　ケリー氏は就任以来、気候変動外交を精力的に展開している。2021年3月に欧州委員会のフォン・デア・ラ
イエン委員長と会談を行い、気候変動対策において米欧の強力な同盟関係を再構築し、気候変動の影響に
脆弱な人々を支援するために他国と協力することを発表した。また、2021年4月には中国の気候変動事務特
別代表の解振華氏と会談を行い、共同声明で気候変動対策において米中相互に、かつ他の国々と多国間の
協力を行うことを誓約している。加えてケリー氏は、英国、インド、バングラデシュ等とも会談を行い、協調的に
気候変動対策を進めていく方針を確認している。
　このように、ケリー氏を中心に、米国は気候変動政策において各国と良好な関係を築いており、国際的に気
候変動に関する取り組みを推進するうえでの牽引役のポジションを確立しつつあると言える。

（3） 米国雇用計画
　米国における主な国内の気候変動政対策に、2021年3月31日にバイデン大統領が提案した米国雇用計
画（The American Jobs Plan）がある。これはインフラの再構築や数百万人もの雇用創出をめざし、今後
10年間で総額約2兆米ドルを投資する計画である。気候変動関連では、EV市場の拡大に1,740億米ドル、
2035年までの電力部門の脱炭素化に1,000億米ドル、気候変動関連の技術拡大に350億米ドル、実用規模
のエネルギー貯蔵、CCS（Carbon dioxide Capture and Storage：二酸化炭素回収・貯留）、水素等の実
証事業に150億米ドル等の投資を行うとしている。この計画には法人税の引き上げや、化石燃料補助金の廃
止とクリーンエネルギー生産への税制優遇措置の拡大等を含むメイド・イン・アメリカ税制案（The Made in 
America Tax Plan）も含まれ、これにより15年以内に同計画に必要な資金全額を賄う見込みとしている。
　その後2021年5月21日に、民主党は超党派の合意に向けて計画の規模を1.7兆米ドルに縮小した提案を
行ったが、共和党はこの提案に反対しており、2021年5月末時点で合意に至っていない。
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（4） 炭素国境調整措置
　最後に注目すべき取り組みとして炭素国境調整措置を紹介する。炭素国境調整措置とは、他国からの輸入
品に対し炭素排出量に応じた炭素価格の支払いを求めるとともに、国内の輸出品に対し炭素価格の負担還
付を行うことにより、国内産業の競争力を保護しカーボンリーケージ（炭素価格負担を回避するため生産拠点
を国外に移転すること）を防止するための措置である。EUが世界に先んじて2023年1月の導入に向けて準
備を進めているが、米国も動き出しつつある。バイデン大統領は選挙公約において米国の労働者と雇用者を
守るために気候変動対策が不十分な国からの炭素集約型製品に同措置を適用すると言及した。現在はこの
措置に係わるアイデアを模索していると言われている。また、米国通商代表部（USTR）も、2021年3月1日に
発表した2021年通商政策方針において、同措置も含めた排出削減方法の検討に言及している。
　日本に対して炭素国境調整措置が適用された場合、これらの国と貿易関係にある日本企業の負担が増加
し、国際競争力が損なわれるおそれがある。現在、日本国内では、環境省や経済産業省を中心にカーボンプラ
イシングの導入について検討が行われており、企業の間で炭素国境調整や国内カーボンプライシングに関す
る関心が高まっている。

おわりに
　気候リーダーズサミットでは先進国、途上国ともに、排出削減目標を引き上げて気候変動対策を強化する
意思を明らかにした。また、バイデン政権の気候変動外交を通して各国が他国と協力した取り組みの実施を
宣言する等、気候変動対策の更なる推進に向けて国際的な足並みがそろいつつあると言える。一方で、各国
の排出削減目標は1.5℃目標の達成をめざす場合には必ずしも十分ではないことに加え、途上国へのファイ
ナンス拡大や先進国による公平な負担の分担、あるいは炭素国境調整措置等、国際的な気候変動対策を協
調的に進めるうえでの課題が数多く残っている。
　今回の気候リーダーズサミットはCOP26のマイルストーンとして開催された。今後も、来たる11月の
COP26の動向、その先にある1.5℃目標への各国の対応、および国際的な課題への対応等について、引き続
き注目していきたい。
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